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森田　田代先生は医療のフィールドで
長く活躍されていますが，人文・社会
科学の研究者でありながら，どうして
医療現場への関心を持ったのですか。
田代　私は社会学と生命倫理学を専門
としていますが，そうした学問が臨床
現場でどのように生かせるのかに関心
を持っていました。同じ領域の研究者
間で議論を詰めて精度を上げるのも面
白いのですが，一度も抜かない刀を研
ぎ続けているような感覚もあり，時に
はどのくらい使えるものなのか確認し
ながら研究を進めるべきなのではとの
思いがありました。
森田　現場志向性が強いのですね。
田代　はい。症例検討会で医療者の皆
さんが話し合っている際に，自分の中
にある知識のストックを活用すること
があるのですが，さまざまな事柄を説
明する力のある言葉や概念もあれば，
全然役に立たないものもあります。現
実の場面で機能させることで概念や理
論をブラッシュアップしたり，臨床の
医療者の疑問から研究を展開させるサ
ジェスチョンを得たりしています。そ
のように現場と研究の間を行ったり来
たりしながら考えを煮詰めていくこと
に面白さを感じます。
　森田先生は人文・社会科学領域の知
とはどのように出合われましたか。
森田　医師になって 3年目，ホスピス
での緩和ケアに携わるようになってか
ら，患者の意向や価値観に接する機会
がぐんと増えました。患者の意向を受
けて実際の処置をどうするのか，医療
者の間で議論を進めると意見がいくつ

かに分かれるわけです。そして，その
いずれもがもっともらしく見える。答
えのない問いにどう結論を出せばいい
のか……と逡巡する体験が，人文・社
会科学とのファーストコンタクトだっ
たように思います。自分たちの持って
いる医学の知識だけでは対応し切れな
いエリアがあると気づきました。
田代　臨床の世界は良くも悪くも結論
を出す必要がありますよね。反対に人
文・社会科学系の学問の世界では結論
をいくらでも先延ばしにできる部分が
あり，それにも良し悪しがあります。
森田　臨床の医療者は，たとえ普段の
仲がうまくいっていなかったとして
も，目の前の患者にとって益があると
なれば一致団結して決断を下し，事に
当たりますからね。
田代　現場を持っていることの強みで
しょう。自分たちの行為がどのような
結果を生むのかをしっかり見据えつつ
迅速に判断していくことは大切で，私
自身そこから多くを学びました。

臨床の医療者にとって 
アクチュアルな書籍に

森田　「医学教育モデル・コア・カリ
キュラム」（令和 4年度改訂版）では，
文化人類学や社会学といった人文・社
会科学領域の学修目標が導入されまし
た。しかし，誰がどう教えるのかは模
索段階にあります。
田代　複数の大学で医学部生を相手に
講義を行った経験から，なるべく具体
的な事例を扱って，想像力を喚起しな

　臨床現場で何だかもやもやする出来事に出くわしたけれど，状況をどう整理
しどう考えればいいのかわからない――。書籍『臨床現場のもやもやを解きほ
ぐす　緩和ケア×生命倫理×社会学』（医学書院） 1）では，そうした臨床でのも
やもやに関して，緩和ケア医の森田氏と生命倫理学者／社会学者の田代氏が往
復書簡での議論を通して，「それでどうするの」「なんでそうなるの」という問
いへの実践的な解を与えることをめざしています。
　本紙では，両氏による対談を企画。臨床現場と人文・社会科学領域の知見の
近接するポイントを瞥見した上で，ACP（Advance Care Planning）にまつわる
もやもやについて話しました。田代 志門氏
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がら教えること自体には意義があると
考えます。けれども，実習も未経験で
臨床の事情をほとんど知らない学生た
ちは学びへの動機に乏しいと言わざる
を得えません。人文・社会科学の知を
医療者が学ぶとすると，臨床での経験
が十分にある方たちの生涯教育がメイ
ンになるのではないでしょうか。
森田　同感です。まずは現場に立って
からだと。
田代　一方で，そうした知への入り口
を作ることも大切だと考えていて，今
回の書籍『臨床現場のもやもやを解き
ほぐす　緩和ケア×生命倫理×社会
学』 1）は 1つのモデルになったのでは
と思います。学生向けの教科書はあり
ますが，臨床の医療者が読んで面白い
かと問われると必ずしもそうではあり
ません。読み物として面白く，自身の
臨床にぐっと引き付けて考えられるよ
うな内容をめざしました。
森田　書籍では，私が臨床の視点から
あるテーマに関する事例を提示して，
緩和ケアの立場から望ましい対応を解
説した上で，田代先生が生命倫理の立
場から論点を整理し，ひとまずどうす
べきかについて方向を示します。以上
を受けて再び田代先生が社会学の立場
からもやもやを生む社会構造を解説
し，最後に私が臨床家へのサジェスチ
ョンを整理するという構成を取ってい
ます。特に後半の社会学の視点は私に
とって新鮮で，面白く読みました。
田代　企画当初，社会学的な視点は臨
床ではあまり役に立たないだろうと考
えていたのですが，書き進めるにつれ
重要性を感じるようになりました。と
いうのも，社会学は自身がその一部で

もある社会を一歩引いて見ようと苦闘
してきた学問でもあり，俯瞰的な視点
に長けているからです。臨床では，目
の前のケースにコミットしすぎて方向
を見誤る場合もありますが，社会学的
なスタンスは一歩引いた視点を担保し
てくれます。
森田　臨床家としても，少し引いた場
所から自身のもやもやへの新たな視座
を与えられることは心地良いと感じら
れそうです。
田代　前向きにさまざまな決定を下す
カンファレンスにはなじまないかもし
れませんが，臨床家が行った実践を振
り返るリフレクションの場とは相性が
いいのではないでしょうか。リフレク
ションをするには，実践を行った自分
自身から少し距離を取る必要がありま
すから。

自己決定だけがそんなに大事？

森田　ACP（Advance Care Planning）
に関するもやもやについても話してお
きたいです。私がもやつくのは，患者
に希望をたくさん話してもらったとこ
ろで，希望を実現するための医療体制
や法の整備等が進んでいないことに
は，どうしようもないという点です。
加えて，先々のことを前もって話して
も仕方がないのではというもやもやも
あります。人の希望は時間経過やそれ
に伴う状況の変化によって，容易に変
わり得ます。
田代　ACPでは基本的に，病状が進行
して，患者自身では意思決定ができな
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い状況が想定されているわけですよ
ね。その場で自分が意見を言えないた
め周囲の人に依頼する状況ですから，
必ずしも自身の意思が反映された処置
を受けられるとは限らないという。
森田　そうです。
田代　私は現実の ACPには，2つの異
なるレイヤーが混在しているのではな
いかと考えています。1つは，前もっ
て自分の将来のことを決めて，固定し
てしまうという系統の話です。“拡大
された自己決定”とでも言えそうです
が，これは ACPの前史とも言える事
前指示書（Advance Directive：AD）的
な発想ですね。もう 1つは，本人が意
思決定できなくなっても，本人の存在
を中心に置きながら，家族や医療者等
周囲の人たちが物事を前に進めていく
ための関係づくりをあらかじめしてお
くといった系統の話です。前者と後者
には重なる部分もありますが，大きく
異なるのは，前者の自己決定を貫徹さ
せようとするスタイルではどこかで無
理が生じる可能性が高い点です。実際
には実現できることもあればそうでな
いこともあるわけですから。
森田　ええ。ですから，患者に意向を
表明させるだけではなく，希望をいか
に実現させるかに力点を置いて体制を
整備するのがまず先なのではと思って
います。その上で，希望が必ずしもか
なうわけではないことを伝えるのが妥
当でしょうか。
田代　そう思います。将来の選択には
不確実性が織り込まれていて，完全に
コントロール下に置くことは不可能だ
と踏まえておく必要があるのだと思い
ます。未来のことまで全て自分の思い
通りに決められるという感覚がある種
の幻想なのだと。
　また，そもそも自己決定だけが大事
な価値なのかという議論もあります。
人類学者アネマリー・モルは著書『ケ
アのロジック――選択は患者のために
なるか』（水声社） 2）の中で，現代社会
では自分で選択することの価値が肥大
化しすぎているけれど，選択すること
自体に価値があるわけではないとの論
を展開しています。

森田　そこで用いられる「選択」は，
自己決定と同義なのでしょうか。
田代　同じだと考えていただいて問題
ありません。そもそも自己決定と本人
利益は本来緊張関係にあるはずです
が，本人が選べばそれが良いことだと
の価値観が現代では優勢になりすぎて
しまい，それ以外の価値が見えにくく
なっています。その意味で，運用次第
では，自己決定への偏重を助長する装
置になりかねない側面が ACPにはあ
るのかもしれません。
森田　田代先生が 2つ目に挙げた，本
人を中心に置いて，本人利益が最大に
なるよう協力していくチームを作ると
いう発想は，そうした自己決定の理論
とは異なる考えに立脚しているわけで
すね。
田代　はい。本人による自己決定一辺
倒ではなくて，本人を中心にしつつも，
周囲の人間も含めたチームでより良い
と思える共通解を探るような ACPの
在り方です。こちらのほうが実際的な
のではないかと私は考えています。

未来のことばかり考えず 
「今ここ」を大切にする時間意識

森田　もちろん強固な価値観を持って
いて，自己決定に重きを置くタイプの
患者も少数ながら存在します。そうし
た患者に関しては自己決定をなるべく
実現させる方向で対応すればいいけれ
ど，そうでない大多数の人にまで未来
の選択を迫るのは悪手でしょう。先の
ことばかりを見据えて今現在，目の前
の生き方に目を向けないのでは本末転
倒です。
田代　未来に対する今現在ということ
ですが，ACPを考えるに当たって，
社会学者の真木悠介が『時間の比較社
会学』（岩波書店） 3）で展開した時間意
識の議論はヒントを与えてくれるかも
しれません。先々に備えて今のうちに
決められることを決めておきましょう
という ACPの発想の前提には，直線
的な時間意識があります。時間が過去
から現在，未来へと一方向的に伸び続
いていくイメージですね。これは，私
たちの日常において支配的な感覚で
す。ある時点に学会報告があるから，
その手前のどこかのタイミングで文献
を読むなど，先のほうにするべきこと
があって，そのために今を使っていく
ような時間感覚を指します。
森田　確かに，日常生活ではそのよう
な感覚で過ごしています。
田代　それとは別に，今ここに重心を
置いた時間意識もあります。緩和ケア
の領域では，こちらの時間意識を大切
にしてきたのではないでしょうか。な
ぜなら，直線的な時間意識を強調する
ことは，自身の死への恐怖とつながる
からです。大多数の人間は今ある時間
がずっと続いていく感覚で生きてい
て，来年の仕事なども平気で引き受け
てしまうわけですが，余命数か月の状
況におかれた患者は少し先の未来に予
定が立つことはないという現実を直視

することになります。
森田　先のことばかりを考えて死が怖
かったのが，ある時目の前の一日一日
を大切に生きようとの方向に考えをシ
フトした途端，解放されて気が楽にな
ったという話を患者さんから聞いたこ
とがあります。そういう意味でも，未
来の選択をしておくこと，それを実現
することにばかり気を取られて，今こ
こで患者が何を感じているのかへの意
識が希薄になってしまってはいけない
ですね。基本的には目の前の出来事に
フォーカスしつつ，必要があれば先々
のことも考えるといった運用が適当な
はずですが，医療現場ではそのバラン
スが崩れがちです。
田代　私自身もそうですが，医療者や
家族は，どこまでいっても直線的な時
間意識から抜け出るのは難しいのだと
思います。周囲の人間は患者が亡くな
ったらその先に自分たちのやるべき仕
事があるし意識もするわけですが，そ
れは患者本人から見える世界とはおそ
らくずれている。そのずれが，バラン
スを欠きがちな原因の 1つとしてある
のかもしれません。
森田　医療者はつい未来に目を向けて
ACPをどうするといったことを考え
がちです。その目線に患者とのずれが
あるのですね。未来のことばかりを考
えないよう気を付けながら，先に挙げ
たチームでより良い方向性を探る作業
を地道に行うのが現実的な方策でしょ
うか。
田代　チームでのいわゆる人生会議で
話し合いを繰り返すうちに，もともと
考えていたこととは違う考えが浮かん
できたり，合わないと思っていた周囲
の意見を悪くないと思うようになった
りと，患者側に変化が生じるケースも
少なくないようです。
森田　ACPのプロセスを通して人生や
生命にはアンコントローラブルな側面
もたくさんあることに気付き，受け入
れて，今現在に目を向けられるように
なることもあるでしょうね。そうなっ
てくるともはや ACPと言う必要もな
くて，本人を含めた単なる多職種会議
なのではという気もしてきます。
田代　確かにそうですね。ただ従来の
多職種会議とは違い，その場に本人が
いることが前提になっている点が大事
なのだと思います。意思決定のプロセ
スに本人を巻き込んで，一緒に決めて
いく。そして本人が決められなくなっ
ても本人中心のチーム編成を保つこと
で，ACPが本来的にめざすところが
実現するのではないでしょうか。

価値観は普段の言動から 
にじみ出てくる

森田　医療の目的のために，本人の大
切にしている価値観を引き出すやり方
に危うさを感じることがしばしばあり
ます。将来的に医療的な処置をどう行
うかを決めておきたいとの目的が医療
側の根底にあって，その目的のために
性急なやり方で患者から情報を引き出

すといったスタイルです。
田代　患者に価値観を尋ねておくこと
自体は間違っているわけではないし，
倫理的にも正当化できると私は考えて
います。先々にわたる選択を事細かに
確認していても，実際にその時が訪れ
ると個別具体的な状況に対応できない
ことは往々にしてあります。ですから，
どのような場合にも対応して判断が下
せるよう，選択の根拠となる価値観を
聞いておくことには一定程度の妥当性
があるはずです。
森田　私が引っかかっているのは，順
序が逆転している点です。つまり，本
人とのコミュニケーションを重ねて関
係性を構築し，日々の何気ない会話の
中でにじみ出てきた価値観を感じ取っ
て，それが結果として本人が意思決定
できなくなった際に役立つのであれ
ば，納得できるのです。しかし，先々
の意思決定のために，関係性のできあ
がっていないうちから直接的に価値観
を尋ねるのには違和感を覚えます。
田代　なるほど。確かに本人が何を大
事にしているのか，どう生きたいのか
は極めてプライベートな情報で，誰彼
構わず開示したいはずがありません。
それを引き出そうとする行為は暴力的
になり得るため，手つきが乱暴になら
ないよう注意が必要です。
森田　患者の側から見ても，日々のや
り取りを通して価値観を共有するの
と，唐突に価値観を尋ねられるのとで
は，結果としての処置が同じだとして
も大きく印象が異なると思います。
田代　人生会議を通して意向が変わる
こともあると先ほど言いましたが，人
の価値観は一定ではありません。誰か
と話しながら改めて自身の価値観に気
づくこともあれば，新しく価値観が生
成されることもあり，尋ねられて常に
同じ答えが出力されるような単純なも
のではないのです。ACPの実践に当
たっても，人間の意思決定の複雑さを
加味する必要があるでしょう。

＊
森田　本日は ACPの話題を中心に，
臨床でのもやもやについて改めてお話
しできてよかったです。未来の意思決
定には本質的に難しいところがあって
一筋縄ではいきませんが，今後も引き
続き考えたいです。
田代　直線的な時間意識だけでは，死
の恐怖とうまく付き合っていけないの
だと思います。こうした時間意識は私
たちの社会では常識的なものですが，
臨床でのもやもやには，その常識を見
直す契機があることを再確認できまし
た。 （了）
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　近年，急性期医療での緩和ケアが注
目されている。特に集中治療領域では，
人工呼吸器などの生命維持治療の差し
控えや中止といった，医療現場の切実
かつ倫理的な問題と合わせて議論され
る場面が増えた。私の所属する飯塚病
院連携医療・緩和ケア科では，急性期
緩和ケアチームを結成し，これらの問
題に整備・対応していく体制を作って
いる。このたび，米国病院の緩和ケア
部門を視察する機会をいただいた。視
察での学びと合わせ，今後日本でさら
に重要となるであろう，急性期緩和ケ
アについて述べる。

飯塚病院の急性期緩和ケア
チームでの取り組み

　われわれが結成した急性期緩和ケア
チームのメンバーは，私を含む連携医
療・緩和ケア科の 3人の医師で構成さ
れている。実働を担うのは救急医とし
ての経験を有する医師と，急性期内科
診療を中心にトレーニングした医師で
ある。急性期緩和ケアの実践の難しさ
の一つが複雑な医学的側面の検討にあ
り，ある程度の急性期医療の経験を持
つ医師の存在はチームの強みになるた
めだ。特に治療強度を高めたり治療を
継続したりすることによって回復が期
待できるのか，それとも回復は期待で
きず，むしろ中止することも妥当な医
学的状況なのかを判断するのは難し
い。明らかに後者と言える場合はあま
り判断に迷うことはないが，実際には
複数の医療者間で意見が異なる場合も
多い。また，人工呼吸器など高度な医
療機器の管理も急性期の緩和ケアには
必須のスキルとなる。
　急性期緩和ケアチームの主な役割
は，① ICUなど重症患者の倫理・緩和
ケアに関するカンファレンスへの参加，
②心不全患者の緩和ケアの診療体制づ
くり，③若手医師に対する急性期緩和
ケアの教育活動，④主治医としての診
療やコンサルテーションの4点である。
④では，ICUで集中治療を行っている
ものの回復が困難な患者を引継ぎ，緩
和ケアを中心とした診療を行う。また，
あと数時間で亡くなる状態で救急へ搬
送されてきた患者を，症状緩和など看
取りを視野に入れたケアを目的として
入院させる際は，連携医療・緩和ケア
科の医師が主治医として対応している。
　全国的にみても，疾患を問わない急
性期医療における緩和ケアを実践して
いると自負するわれわれであるが，課
題は山積している。最も大きな課題は
「人材が量的にも質的にも不足してい
る」という点である。これは医師だけ

●かしわぎ・ひでゆき氏
2007年筑波大医学専門学群
卒。飯塚病院にて初期研修，
総合診療科での後期研修を
経て緩和ケア科（現・連携医
療・緩和ケア科）の立ち上げ
にかかわる。16年より現職。
現在は緩和ケア部門の運営および人材育成に
携わる。緩和医療専門医，日本緩和医療学会
理事。

でなく，看護師およびその他全職種に
共通する点だ。緩和ケアが悪性疾患だ
けでなく，非がん疾患や診断早期にも
提供されることの重要性が叫ばれ，ど
のように日本の臨床現場に幅広い緩和
ケアを実装していくか議論されている
段階である。発展途上の段階ではまだ
この分野を支える人材の教育やキャリ
アが確立されていないことも当然と言
えるが，今後研修のできるフィールド
を作っていく必要がある。

米国の急性期緩和ケア体制との 
共通点／相違点

　今回われわれは，米ロサンゼルスに
あるCedars-Sinai Medical Center（以下，
CSMC）の Supportive Care部門を視察
した。目的は急性期緩和ケアの実践を
テーマに，今後の日本の急性期医療の
現場に必要な緩和ケアの在り方を考え
ることにある。CSMCは ICU150床を
含む 950床の大規模な急性期病院であ
る。全米の病院評価ランキングで 2位
（ ）を獲得するな
ど，さまざまな分野で非常に高い評価
をされている病院であり，移植などの
外科領域以外に循環器領域の診療にも
力を入れる。
　CSMCの Supportive Care部門は人員
が多く，医師だけでなくナースプラク
ティショナー，ソーシャルワーカー，
薬剤師，チャプレン（協会外の施設で
働く聖職者）などがかかわる。視察期
間中はさまざまな話題，特に集中治療
の中止や差し控えといった急性期緩和
ケアにおける重要な論点についての彼
らのプレゼンテーションを聞き，日本
の臨床現場の光景も議論することがで
きた。「どこまで治療をするか」とい
った医学的な判断の難しさだけでな
く，家族間で意向が異なるケースなど，
日本の急性期医療でわれわれが直面す
る問題については，米国においてもや
はり同様に難しさはあるとのことであ
った。話し合いは数週に及ぶこともあ

寄 稿

集中治療・急性期緩和ケアの日米比較
柏木 秀行　飯塚病院連携医療・緩和ケア科 部長

り，本人の意向と法律，そして健康保
険上のルールのみに基づいて医療者が
方針を“決定”するのではなく，あく
まで医療者は患者の意思決定を支える
立場であるという点は，日本と米国で
共通していた。
　救急医や循環器内科医，神経内科医
といった多様なバックグラウンドを有
する医師が Supportive Care部門の診療
に参加しており，日本と比べて人材が
充実していた。緩和ケアの専門研修と
してのフェローシッププログラムの応
募について尋ねてみると，3人の採用
枠に対して，90人の応募があったと
言う。日本の緩和ケア部門の多くが 3
人未満の医師で運営していることを考
えると，規模感は明確に異なる。この
ギャップは日本で急性期緩和ケアの提
供モデルを考える上で，重要な論点に
なると感じた。
　ディスカッションをする中で印象的
だったのは，緩和ケアチームのコンサ
ルタントとしてのかかわり方である。
コンサルタントとして「ケアの推奨を
カルテ記載して済ませるのではなく，
主治医とコミュニケーションをとって
伝える」ことを大切にしていると言っ
ていた。これは日本でも大切であるも
のの，忘れられがちである。もう一手
間をかけて，コミュニケーションを丁
寧にしておけば良かったとの反省エピ
ソードがある方も多いだろう。
　また，カルテ記載にある程度のフ
ォーマットが準備されていることも印
象的だった。症状コントロール，ケア
のゴール，アドバンス・ディレクティ
ブ，コードステータスなどの，緩和ケ
アの実臨床ではしばしばカルテ記載が
必要となるものについてフォーマット
があることは，業務効率向上や重要事
項の記載漏れ防止に重要であろう。
　他にもいくつかの部門を見学させて
いただいたのだが，紙面の都合上，以
上の紹介にとどめる。その他について
はわれわれのブログに詳細をアップし
ているので参考にしていただきたい

（ -kanwa.com/new-posts/）。

現実味のあるモデルを構築し，
急性期緩和ケアの推進を

　今回の視察を通じて，急性期緩和ケ
アにおいて日本でも必要だと感じた点
を 2つ挙げる。
　1点目は，急性期医療における緩和
ケアの提供モデルについて議論すると
いうことだ。システムもリソースも異
なる日米の医療現場を単純比較するこ
とに意味はないかもしれないが，米国
に比べ，日本の急性期医療における緩
和ケアの提供者は圧倒的に少ない。そ
もそも，急性期医療の提供者自体から
少ないのである。その中でどのように
現実味のある提供モデルを作っていく
かは重要であり，「急性期医療でも緩
和ケアは大切だ！」と唱えるだけでは
実装は進まないだろう。施設内ででき
る取り組みの共有や，より密な連携を
実現するための，どこにいても参加可
能なオンライン形式でのコンサルテー
ションを本格的に検討する必要がある
だろう。少なくとも集中治療や救急を
提供する医療者自身が，基本的な緩和
ケアや重篤な病状にある患者・家族と
のコミュニケーションを自身で提供で
きることは必須であろう。そのための
教育・研修体制はもちろん，緩和ケア
に携わるスタッフとの連携体制を構築
していきたい。
　2点目は各職種がより積極的にかか
わることである。単にタスクシフトの
話ではなく，相手が医師であっても，
かかわる患者の最善のために自分の意
見を建設的に伝えてディスカッション
できるとの意味合いである。各職種の
専門性の前に，どの職種も医療者であ
り，緩和ケアを必要とする多くの患者
と家族に対して何をするべきかはもっ
とフラットに議論できるのではないだ
ろうか。CSMCでは，ナースプラクテ
ィショナーが中心となって議論を回
し，薬剤師が鎮静薬の投与量を積極的
に提案，家族の心理的ケアや治療方針
は議論に参加する全員が感じているこ
とを率直にコメントしていた。このよ
うな光景をみて，もう少しだけ日本の
医療現場でできることはありそうな予
感がしている。
　今回の視察では全国の緩和ケア関係
者の参加しているメーリングリストを
活用し，視察する時に注目してほしい
内容を募集した。今回のわれわれの経
験を診療現場にはもちろん，全国各地
で急性期緩和ケアを支える仲間たちに
も届けていきたい。

●写真　 左・CSMCの緩和ケアスタッフへののプレゼンテーション。右・CSMCとわれ
われの集合写真

飯塚病院の緩和ケアに関する取り組みについてプレゼンテーションを行った。
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今回のテーマ

患者や医療者の FAQ（Frequently Asked 
Questions；頻繁に尋ねられる質問）に，
その領域のエキスパートが答えます。

今回の
回答者 小林 只
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知って得する知財の知識
特許編

（4）　　2023年7月24日（月曜日）	 週刊　医学界新聞 第3526号

　知的財産は一般的に「知財（ちざい）」
と略して使われます。知財とは「価値の
ある情報」であり，知財の活用という文
脈では「第三者に対して優位性を持つ資
産」とも言えます。アイデア，技術，知識，
ノウハウ，ネットワーク，人材，組織等
がこれに該当します。これら知財の中で，
法律により特定の権利が付与されたもの
を「知的財産権」（以下，知財権）と呼
びます。知財権とは「創造性を保護し，イ
ノベーションを促進する」ための法制度
です。具体的には，特許権（アイデアの
保護），意匠権（デザインの保護），商標
権（ブランドの保護），著作権（作品の保
護）等があります。著作権は高校の情報
教育の必須学習内容となり，知的財産教
育を提供する大学も増加しています。メ
ディアでもドラマ『それってパクリじゃ
ないですか？』（日本テレビ系）が放映
され，一般の関心も高まっています。今
回は，これら知財権の中でも特に医学生
や医療者から頻繁に寄せられる質問につ
いて，特許権を中心に回答していきます。

FAQ

1
医療者が特許権について知ること
で，どんなメリットがあります
か？

　2点ご紹介します。1点目はアイデ
アを適切に保護し，社会や現場をより
良くしようという医療者や研究開発者
たちのモチベーションを高めることで
す。素晴らしいアイデアほど「第三者
に模倣される」のが世の常です。自身
や自社で研究開発を行わず，他人の研
究結果を「活用」するほうが低コスト・
低労力・有益であるならば，誰も新た
なアイデアを公表しなくなります。ま
た，重複した研究が増え，社会全体の
研究開発スピードが遅延する恐れもあ
ります。特許制度とは，特許庁の審査
によって認められたアイデアや技術を
「一定期間，独占的に使用することを
認める」かつ「そのアイデアや技術を
世界中に公開する」ことで，研究開発

やイノベーションを加速させる制度と
して各国で活用されています（図）。
自身が思い描いたアイデアが具体化
し，社会に普及し，人々の役に立つ。
これは医療者だけでなく，多くの人々
が夢見ることでしょう。課題解決のた
め関連企業と協業し，システムやパッ
ケージとして構築，事業化して普及さ
せる強力な手段の 1つが特許権です。
特許出願すること，そして取得するこ
とは，研究者であれば論文と同等以上
の「実績」になります。
　2点目は，医療の仕組みを理解でき
ることです。「なぜこの薬の合剤がで
きないのか」「なぜ各社のいいとこ取
りの機器が開発されないのか」という
疑問を拝聴します。製造販売には非常
に複雑かつ多段階のステップがあり，
それら 1つずつに各企業の貴重なノウ
ハウ（秘匿技術）が含まれています。
例えば，医薬品や医療機器が購入者の
元へ届くのは，製造（品質の管理，量
産体制など），流通（輸送費など），販
売後の管理（安全管理など）を企業が
労力・コストをかけて行っているから
です（このような製造販売全体を担当
する企業を事業会社とも呼びます）。
ある製品やサービス，流通のプロセス
等に特許権が取得できていれば，一定
期間（最大 20年，医薬品は 25年）そ
の企業は協業先を自分で選び，戦略的
に事業を拡大できます。現在，「オー
プン＆クローズ戦略」がグローバルで
進み，何を協業（オープン）し，何を
自社秘匿技術（クローズ）にするのか
を戦略的に実行するために切磋琢磨し
ています。つまり，いいとこ取りの製
品が実現するかどうかは各企業の製造
販売戦略に大きく依拠するのです。決
して現場のニーズを軽んじているので
はありません。「合わせる」という協
業行為は，特許権の利活用やノウハウ
管理等を手札とする企業間の駆け引き
の上で成り立っています。
	 	Answer…特許権は，自身のアイ
デアや技術を具体化し，広く普及させる
ための強力な手段です。

FAQ

2
研究論文として発表，あるいは学会
で一度でも発表してしまったら特許
権が取れなくなるって本当ですか？

　研究論文は，世の中に研究成果を広
く知らせることが目的です。一方で，
特許権はアイデアや技術を独占的に使
う権利を保有することで産業を促進さ
せることが目的です。そもそも特許権
は，特許庁へ申請し審査され，一定の
基準を満たし，費用（特許年金と言い
ます）を支払うことで権利が付与され
ます（図）。この審査基準の 1つに「新
規性」があります。新規性とは，同じ
アイデアや技術が既に「公開」されて
いるかで判断されます。学会の抄録，
大学の広報記事，SNSの記事（公開
記事はもちろん，友達限定公開も含
む），臨床研究の情報公開として
UMINや研究機関Webサイト等に一
度でも公開してしまうと，それだけで
新規性が失われます（特許庁の審査官
は公開情報を調査するプロです）。近
年流行りの企業・金融機関・官公庁等
が主催するアイデアピッチコンテスト
に出場して発表することも同じです。
　運良く，既に公開していたことが明
らかとならず，特許庁の審査段階で見
つからず，特許権が取得できたとして
も，この特許権を排除したい競合企業
が一生懸命に調査し，「学会発表の演
者スライドを第三者が写真に収めてい
て，そのスライドに特許権の内容を意
図するアイデアが記載されていたこ
と」を見つけられてしまったら，特許
権取得からたとえ数年が経過していて
も，その事実 1つで無効審判（行政処
分の 1つ）により，特許権が無効（な
かったこと）にされてしまいます。こ
のような調査（専門的には無効調査と
言います）を行う専門家や企業も多く
あります。しかも，この「公開」は「世
界中で」というのがポイントです。例
えば，日本の学会の地方会でアイデア
を一度発表してしまった場合，これが
原因で米国や欧州で特許権が取得でき
なくなります。
　特許は国ごとに申請し，審査を経て，
権利を取得する必要があります（一方
で，1つの国で出願したら全世界へ情
報は公開されます）。そのため日本の

みで特許権を取得しても，外国ではそ
の特許技術が自由に使えてしまいます。
「日本」に限って言えば，発表して 1
年以内であれば，新規性喪失の例外規
定（特許法 30条）により特許権取得
は可能な場合もありますが，外国では
同様の制度を適用することは難しく，
日本以外で特許権を取得することは原
則できません。グローバル化が進んだ
現在，特にバイオ系（基礎研究成果）
のベンチャー企業は各国へ特許出願を
していなければ優位性を保てず，協業
する事業会社も，研究開発に投資して
くれる企業も集まらないのが現実です。
	 	Answer…一度でも公表（例：学
会，Web サイト，SNS）すると，特許
権の取得は困難になります（運良く取得
できても後日「無効」になる場合もある）。
公表前に特許出願が必須です。

もう
一言

「特許権についてどこに相談した
らよいですか？」と聞かれること
があります。大学やアカデミア関

連の人 （々教員，スタッフ，客員研究員な
ど）の場合，最近では組織内に産学連携
担当者や知財担当者が在籍しているこ
とがほとんどです。医療機関に勤務する
医療者は，各種相談窓口にお気軽にご
相談ください。例えば独立行政法人工業
所有権情報・研修館（INPIT）が 47都道
府県に設置した知財総合支援窓口では
無料で相談対応をしており，主要都市で
は出張相談会も開催されています。都道
府県や市町村の弁理士会，弁理士・知
的財産コンサルタントの事務所も利用可
能です。上記に相談すると，特許権取得
はもちろんのこと，協業・連携候補の企
業，第三者へのアイデア提供の方法や契
約についてもアドバイスを得られます。
　特許権を含む知財について学習する
際は，国家資格である知的財産管理技能
士の学習サイト（ -info-
ip-edu.org/），知財初心者の研究者向けの
Webサイト（ ）
や書籍 1），知財のビジネスへの活用事例
紹介動画（
ip/）なども参考にしてみてください。

●図　  特許権の仕組み
特許権の仕組みとは，物や技術の独占権を与える代わりに技術内容を丁寧に公開することです。
公開された内容をもとに研究が切磋琢磨し，イノベーションが促進されます（特許法の目的）。
ただし審査の結果，特許権が取得できなくても技術は公開されるという点には注意が必要です。
研究論文より早く公開される特許論文を調査することで最先端の研究情報が入手できます。

特許権を与えない
（技術は公開される）

特許出願
アイデア / 研究成果

公開
特許出願から1.5 年

一定期間の独占
（日本では最大 20 年）

● 医薬品は条件を満たせ
ば 25 年

● 維持年金が必要

知見の活用
研究加速

● 公開された特許論文を
調査することで競合の
研究内容がわかる

拒絶

特許出願人 競合・ライバル特許庁
（審査官）

審査
出願から３年以内

登録特許権を取得 公開情報により
技術を詳細に把握
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　前回，サイエンスイラストレーショ
ンにはあらゆるスタイルと用途が存在
し，用途に沿って伝える相手とメッ
セージを意識して表現スタイルを変え
ていく必要があると述べた。今回は，
私自身が意識しているスタイルの調整
について例を挙げて紹介していきたい。

スタイルの描きわけ
　まずは図 1を見ていただきたい。こ
れは私が京都大学 iPS細胞研究所
（CiRA）に在籍中，一般向けに発信し
ている冊子『CiRAニュースレター』 1）

の表紙用にアクリル絵の具で描いたも
のだ。はっきり言って，何の説明もな
ければ意味不明な抽象画である。中央
の丸い物体が印象的であるのと，（右
上と右下に見切れている）丸い物体の
縁に付いている突起物が特徴的な絵画
である。「ちょっと気になるかも？」，
それだけが狙いのイラストだ。
　次に，図 2を見ていただきたい。こ
れも私が CiRAにいた頃に描いたもの
で，研究成果を発表するプレスリリー
スの概要図として使用した 2）。コミカ
ルなタッチで丸い物質に顔が描かれて
おり，ハサミと共に描かれた三つの矢
印によって，丸たちの反応が変わって
いる。図 1よりも情報量があり，三つ
の操作による丸たちの因果関係を示す
イラストだ。

　実は図 1と図 2は，同じ研究内容を
表現したものである。なぜこれほどス
タイルが違うのか。それはズバリ“伝
える対象とメッセージ”が違うからだ。

伝える対象とメッセージ 
の相関を考える
　図 1はニュースレターの表紙，図 2
はプレスリリースの概要図である。こ
のことから，伝える対象が図 1は広く
一般向け，図 2はメディア向けと言え
る。そして，伝えるメッセージは図 1
は「ちょっと気になるかも？」という
程度の大まかな印象，図 2は図 1より
も研究内容が理解できる具体的な情報
だ。
　私はイラストのスタイルを考えると
き，伝える対象とメッセージを指標と
した図 3のような相関をいつも考え
る。必ずしも全てこの相関に当てはま
るわけではないが，専門家を対象にす
るほど右上のリアルな描写，患者など
ナイーブな層を対象にするほど左下の
やさしい描写で表現することで，伝え
る対象にピンポイントに刺さる「効果
的」なイラストになるように思う。
　図 1の「ニュースレター」と，図 2
の「プレスリリース」の領域を図 3の
中で示してみた。ニュースレターの表

紙のように，広く一般向けに大まかな
印象を与えるイラストは正確性に拘ら
ず，「きれい」「かわいい」「かっこいい」
といった感性を刺激するよう意識して
制作する。一方，プレスリリースや論
文の概要図等，研究内容を具体的に伝
えるためのイラストは，伝える対象が
絞られ，より本質的で情報量が多くな
るように制作する。
　図 3はあくまで目安であり，見る人
の好みにもよるが，私の経験上この相
関図を基にしたスタイルの調整は非常
に有効だ。もし研究内容を伝えるイラ
ストでどのスタイルが良いか迷ってい
る場合，まずは伝える対象とメッセー
ジが何なのか考えて選んでみてはいか
がだろうか。

顔をつけて 
敵・味方，役割を伝える
　誰にもわかりやすく，かつやさしい
描写にする簡単なテクニックがある。
それは「顔をつけて擬人化する」こと
である（図 4）。先ほど挙げた図 2の
プレスリリースのイラストでは，対象
は絞られているものの，科学の背景知
識が少ない人でも理解できるように細
胞に顔をつけて描写した。このように
物質に顔を付けてキャラクター化する
と大きく印象が変わる。さらに，表情
を加えるだけで簡単にその物質の役割
を表現できる。例えば，がん細胞は目
を尖らせて口元が笑っている顔，がん

細胞に侵食されている細胞は泣いてい
る顔，がん細胞を攻撃する免疫細胞は
正義の味方として眉を尖らせた顔とい
う具合だ。特に怒った顔，泣いている
顔は見る人の感性を刺激して印象に残
りやすい。iPS細胞の樹立でノーベル
賞を受賞した山中伸弥教授もその昔，
科学技術振興機構（JST）の研究助成
金を得るための発表で，涙を流してい
るように擬人化したマウスや細胞のイ
ラストをスライドに用いたそうだ 3）。
　さて，医療関係者の皆さんの場合は
イラストを使用するとき，伝える対象
が患者さんであるケースが多いと思
う。患者さんは図 3のナイーブ層にあ
たり，不適切なイラストを示すと驚い
たり，傷ついてしまったりする場合が
あるので，描写のバランスを慎重に判
断しなければならない。何が適切で何
が不適切かは，いわゆる「一般的な感
覚」で決まる。次回はその一般的な感
覚と，それに合わせたイラストの調整
を話したい。

サイエンスイラストで
「伝わる」科学

イラストの活用によって見る人を惹きつけ，情報を直感的かつ記憶に残るかたちで伝えることができます。
患者への説明，学会発表，論文のアブストラクトなどで効果的にイラストを活用する方法を
サイエンスイラストレーターから学んでみませんか？

大内田 美沙紀
北海道大学大学院教育推進機構

オープンエデュケーションセンター
科学技術コミュニケーション教育研究部門

誰に何を伝えるか第 3 回
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●図 2　  CiRAプレスリリースの概要図
（文献 2より）

●図 1　  CiRAニュースレター Vol.37の
表紙（文献 1より）

●図 3　  伝える対象とメッセージによるイラストスタイルの目安
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●図 4　  顔をつけて擬人化する
肉眼では見えない細胞や陽子，中性子といったミクロな粒子は擬人化との相性が非常に良い。

使えるイラスト活用法

細胞の突起等，
役割があるものを
アンテナや武器に
たとえて描き込
むことも

顔をつけて動かすことで一気にイメージが付きやすくなるのでお勧めだ。

擬人化がお家芸の日本では特に受け入れられやすい。
身体の中を舞台にして細胞を擬人化した某漫画やア
ニメも素晴らしいアイデアだと思う。



 

　皆さんはじめまして。慶應義塾大学病院精神・神経科学教室のパントー・
フランチェスコと申します。私はイタリアで生まれ育ちましたが，日本で精
神科医として働くために来日しました。
　メンタルケアにおける文化の相対的影響を調べることも，来日した目的の
一つです。病気あるいは病的な現象は，文化とどうかかわりを持つのでしょ
うか。内科疾患同様，精神疾患の発症率は国によって異なることもあります。
精神医学の領域において，引きこもり（Hikikomori phenomenon）や対人恐
怖症（Taijin kyofusho）という社会的現象は日本に特有であると言われてい
ます 1）。ローマ字で表記されていることが物語るのは，これらの現象に初め
て相対した海外の研究者が覚えた違和感なのかもしれません。もちろん引き
こもりと対人恐怖症は欧米でも報告されていますが，その背景と人口当たり
の有病率は異なります。少なくとも，ある社会にはある現象の発生を促す要
因がより高頻度に認められるとは言えるでしょう。
　このように，特定の文化に特定の現象ないし症状が発生しやすいことを文
化精神医学は主張します。そして，ある文化に特有の精神病理性は「文化依
存症候群」（cultural bound syndrome）と呼ばれています。『DSM︲IV︲TR精
神疾患の診断・統計マニュアル』 2）では，文化依存症候群を，一般に特定の社
会または文化圏に限定され，特定の反復的，パターン化された，患者の日常
生活において支障を来す一連の経験を指すとしています。
　つまり，文化依存症候群では，特定の環境要因，行動慣習要因がきっかけ
となり，特定の症候群が発症するということです 3）。面白いことに，「何をも
って病的であるとするか」は相対的なものであり，それを措定する文化によ
り左右されるのです。自文化に特有の病的な現象は，通常その文化内では病
的なものとみなされず許容されがちで，そうした傾向は「文化許容行動」と
呼ばれます。自文化が取る「問題行動」（＝病的である程度の判定が甘くなる
こと）を自覚することは難しいですが，異文化の立場から見ると客観的評価
が可能となるでしょう。文化精神医学に必須なのは，そうした「部外者観点」
を保持し続けることです。人間は「適応力の化け物」なので，容易にある組
織や社会に溶け込み違和を感じなくなり，客観的観測ができなくなります。
　現在の精神医学において，病気であるかどうかの判定を行うための指標は，
当事者が困っている程度です。当事者の生活に悪影響がない限りは，病気と
して判定すべきではないとされます。『DSM︲5︲TR精神疾患の診断・統計マ
ニュアル』 4）においても，病的な感情，行動を判断するには，それぞれの文化
における平均的な個人の感じ方と比較して，そこからどれだけ逸脱するのか
を評価するとされています。健康な状態と病んだ状態はスペクトラム上にあ
り，相対的なものに過ぎないということです。
　文化依存症候群の具体的な例を以下に挙げます。ラテン系民族にみられる，
自己制御できないという感覚を特徴とした苦痛を示すアタケ・デ・ネルビオ
ス（ataque de nervios）はよく知られています。ある研究によると，ataque 
de nerviosと診断されたドミニカ人およびプエルトリコ人の患者の 36％がパ
ニック症の基準も満たした一方，パニック症の症状は必ずしもみられなかっ
たと指摘されています 5）。つまり ataque de nerviosは一般的な不安症ではな
く，それとは独立とした現象なのです。
　また，すでに触れた日本の引きこもりと対人恐怖症も著名な例で，自身の
身体機能や外見，生理的な現象を恥ずかしく感じ，他人に不快感を与えるこ
とを恐れるといった特徴があります。その根底にあるのは，自分の存在で他
人を困らせたくはないという気持ちです。新型コロナウイルス流行下で生じ
たマスク依存症も同根ではないかと私は考えています。劣等感に基づく恐怖
は普遍的な社会的不安症の一種と解釈でき，日本文化の要素（迷惑文化など）
とかかわる側面があるかもしれません。
　本連載では，文化精神医学の観点から心の不調についての考察を行った後
に，不調への対処法としての物語療法，ひいては筆者が新たに提唱するアニ
メ療法をご紹介できればと考えています。
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第１回 何をもって病気とするのか？――文化精神医学を知る

現代社会において心のケアが大きな課題であることは誰の目にも明らかです。本連載では，文化精神医学の観
点から心の不調についての考察を行った上で，そうした不調に対処するための物語療法，ひいては筆者が新た
に提唱する「アニメ療法」を紹介します。イタリア出身の精神科医である筆者から見た日本アニメの可能性とは。

パントー・フランチェスコ 慶應義塾大学病院精神・神経科学教室

心の不調に対する
「アニメ療法」の可能性

　第 25回日本医療マネジメント学会学術総会（会長＝横浜メ
ディカルグループ菊名記念病院・山本登氏：右写真）が，「病
院医療の展望――『パンデミック・災害と BCP』から『求めら
れる医療』へ」をテーマにパシフィコ横浜（横浜市）にて開催
された。本紙では，大会のテーマを冠したメインシンポジウム
「『パンデミック・災害と BCP』から『求められる医療』へ」（座
長＝労働者健康安全機構・有賀徹氏）の模様を報告する。

◆災害対策のために平時からの地域連携を
　初めに登壇したのは，東北医薬大の
伊藤弘人氏。氏は関東大震災，阪神・
淡路大震災，東日本大震災において，
災害関連死の 80％以上は病院搬送前
に起こっているとのデータを示し，地
域の災害対策に病院が積極的にかかわ
り，医療組織と防災組織が平時から連
携して災害への備えに当たる必要性を
主張した。また，災害に強い地域を作
ることは災害時の医療需要を抑制でき
る可能性にもつながるとし，既存の病
院 BCP（Business Continuity Plan）の
在り方に「医療・介護連携」「インフ
ラ保全・地域マネジメント」の 2つの
視点を追加した，災害に強い地域づく
りに寄与する病院のフレームワークを
示した。医療組織と防災組織の現実的
な連携方法として，災害拠点病院→地
域密着型病院→介護保険施設→地域防
災組織という階層的な構造を挙げ，今
後この連携構造の実効性を高めること
の重要性を述べ，発表を終えた。
　日赤災害医療統括監を務める丸山嘉
一氏は，日赤での災害救護活動は発災
時の応急救護のみならず，医療・保
健・福祉・生活の領域を発災から復
興・復旧まで支える，災害マネジメン
トサイクルの全般にわたる活動であ
り，支援のためにはボランティアをは
じめとする地域内の他組織・団体との
協力が不可欠であると述べた。日赤で
は 47都道府県それぞれの支部が主体
となって災害対応を行っており，これ
らの支部は日ごろからボランティア活
動や講習会などを通じて地域のコミュ
ニティづくりに貢献している。こうし
て構築した各地域独自の連携体制を，
災害時の連携・協働にも生かしている
と言う。また氏は復興・復旧時に必要
となる健康と生活の支援活動には，日
ごろから地域の各施設と連携を図る看
護職・医療ソーシャルワーカー・ボラ
ンティアや，災害医療コーディネー
ターの活用が有効だとの考えを示し，
これらの職種を生かした地域連携の方
策をさらに検討していきたいと語った。
　日本病院会救急・災害医療対策委員
会の委員として，同団体が作成した「病
院等における実践的防災訓練ガイドラ
イン――補遺・改訂版」（2019年）と
「病院等における風水害 BCPガイドラ
イン」（2022年）の内容を解説したの
は，戸田中央メディカルケアグループ
の野口英一氏。これらのガイドライン
は日本病院会会員病院の火災，浸水な
どの水害の被災経験に基づいて作成さ
れており，実践的な対応をまとめたも

第25回日本医療マネジメント学会開催

●写真　山本登氏

のである。「患者と職員の安全を一番
にする」という行動目標を病院管理者
が周知徹底し，職員は防災のプロでは
ないことを前提にした対応策の立案が
求められると述べ，病院の防火区画等
の建物避難施設，自動火災報知設備や
スプリンクラーなどの消火設備を生か
しながら，早期通報によりプロである
消防隊と連携することが実践的な火災
対応であるとした。特に人員の少ない
休日・夜間体制では，火災時に患者を
介助しながら避難階段で下の階に降り
る「垂直避難」は困難であり，同じフ
ロアの隣接する防火区画に避難する
「水平避難」や消防隊の到着まで防火
区画内に籠城する「籠城避難」を検討
するべきと解説。また，浸水危険など
の水害については，気象予報を通じて
事前に予測可能であることから，発災
までのタイムラグを活用して危険回避
対策をすることができる。状況に合わ
せた対応を講じるべく，組織的に水害
対応の情報収集・伝達，対応判断を行
う災害情報連絡室の設置を推奨した。
　病院建築の専門家である小林健一氏
（国立保健医療科学院）は，阪神・淡
路大震災，東日本大震災，熊本地震に
ついて建築設備の視点から振り返っ
た。氏は，それぞれの地震により病院
の耐震化，敷地選定，地域連携の重要
性が教訓として得られたと説明。熊本
地震は，被害の大きな病院から小さな
病院への患者搬送や病院間の物資の融
通などが迅速に進んだことが特徴であ
り，平時からの地域医療連携の有効性
が示された事例であると述べた。続け
て，平成 30年 7月豪雨の際に愛媛県
大洲市のとあるコミュニティホスピタ
ルの被災から病院機能回復までの流れ
と，同施設が行った事前の対策を紹介
した。この病院は床上浸水し，エレベー
ターやエスカレーター等の諸設備の基
盤やMRIが水没したにもかかわらず，
発災から 3日後には病院機能を回復さ
せ，外来診療を開始，翌日には予約手
術も開始したという。過去の水害体験
より，病院機能を 2階以上に設置する
などの設備面での浸水対策を十分に行
っていた上，職員の意識向上のために
年 1回防水訓練を実施していたこと
が，早期の復旧につながったとの見解
を氏は示した。発表の最後に氏は，ハー
ド面（病院設備）とソフト面（訓練に
よる意識の徹底）の双方から対策する
ことの大切さを強調し，過去の災害か
ら学び，知識が蓄積されてきた今こそ，
災害対策を実践に移すときだと参加者
たちに呼びかけた。
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AO法骨折治療 Foot and Ankle
［英語版Web付録付］

Stefan Rammelt，Michael Swords， 
Mandeep S Dhillon，Andrew K Sands●原著 
田中 正●監訳 
佐藤 徹●訳者代表 
野田 知之，松村 福広，峰原 宏昌，宮本 俊之，松井 健太郎●訳

A4・頁664
定価：28,600円（本体26,000円＋税10％）　医学書院
ISBN978-4-260-05062-3

評 者  高尾 昌人
 重城病院CARIFAS足の外科センター所長

　AO（Arbeitsgemeinschaft für Osteo-
synthesefragen）は 1958年にスイスで
誕生した骨折内固定法の研究グループ
である。AOは創設以降飛躍的な発展
を遂げ，現在そのイノ
ベーションは，基礎研
究，製品開発，臨床検
証，評価など多岐にわ
たり，骨折の外科的治
療における革新者の役
割を果たし続けてい
る。教育においては世
界中で 870を超える教
育イベントを提供して
おり，本書はその一環
として 2019年に出版
さ れ た『Manual of 
Fracture Management―
Foot and Ankle』の 日
本語版として AO Trau-
ma Japan顧問の田中正
先生の監訳の下 2023年 5月に医学書
院から発行された。AO Trauma Japan
理事長の佐藤徹先生および AO Trauma 
Japanの精鋭たちによる日本語訳は，
原著の内容を全て漏らすことなく正確
かつわかりやすい表現で記されてい
る。評者自身，本書の理解しやすい構
成もあり一気に最後まで読破すること
ができた。そして読後には，多くの先
人たちにより積み上げられてきた AO
法の奥深さと，足関節・足部骨折治療
の進化に感銘を受けた。
　本書では術前の手書きの計画書や多
くの図および写真が採用され，実際に
骨折の治療を行っているかのような臨
場感にあふれている。全ての外科的治
療法にはピットフォールと合併症，代

替テクニックおよび術後管理とリハビ
リテーションが詳細に記載されてお
り，すぐに臨床に役立つ構成になって
いる。監訳者の田中先生も述べられて

いるように，本書は足
関節・足部のあらゆる
骨折に対する治療法に
つ い て Case-based 
learningの手法を用い
て書かれており，症例
をとおして包括的な知
識を学ぶことができる
ように工夫されてい
る。また，各章の始め
にある QRコードを読
み込むことにより関連
した文献，Webinarや
Webcast，Lectures，教
育ビデオ等のオンライ
ンの教材に簡単にアク
セスできる，読者にと

って期待をはるかに上回るパフォーマ
ンスを有する書である。
　評者は，2001年に JOSSM／KOSSM／
GOTSトラベリングフェローとして
バーゼルを訪れた際に，AOの創始者
の 1人であるMaurice E Müller先生と
夕食をご一緒させていただく幸運を得
た。Müller先生との会話において，先
生の AOに対する思い入れや骨折治療
を進化させるという情熱に圧倒された
記憶がある。余談ではあるが，Müller
先生は親日家でもあり，初めて日本を
訪れた際の思い出をメモ帳に絵を描き
ながら楽しそうにお話しされていたの
が思い出される。そうした先人の熱い
思いを礎に，足関節・足部骨折治療の
世界的権威である Stefan Rammelt先生

脳波で診る救命救急
意識障害を読み解くための脳波ガイドブック
Suzette M. LaRoche，Hiba Arif Haider●原著 
吉野 相英●訳

B5・頁456
定価：15,400円（本体14,000円＋税10％）　医学書院
ISBN978-4-260-05058-6

評 者  松本 理器
 神戸大大学院教授・脳神経内科学

　近年 ICUでの脳波モニタリングに
より，集中治療期患者の転帰が改善す
るなどの報告がなされ，持続脳波モニ
タリングをはじめとした神経集中治療
は欧米で注目されてい
ます。それに伴い，本
邦でも ICUにおける
脳波モニタリングの重
要性が少しずつ認知さ
れるようになってきて
います。ただ，本邦で
はこれら ICUにおけ
る脳波所見の判読やそ
れに対する治療アプ
ローチなどに関して，
包括的な日本語の教科
書はいまだない状況で
した。
　そのような状況の中
で登場した本書は，英
語の教科書として有名
であった『Handbook 
of ICU EEG Monitoring』第 2版の待望
の日本語訳です。本書は，日本で集中
治療や急性期疾患の治療に携わる脳神
経内科医，脳神経外科医，集中治療医
だけでなく，生理検査技師や看護師な
どのコメディカルの方々にも有用で，
集中治療期患者の脳波所見や治療のみ
ならず，脳波測定の方法やモニタリン
グユニットにおけるメディカルスタッ
フを含めた脳波測定の運用の仕方まで
含めた包括的な情報を提供しています。
　本書の最初の章では，ICUでの脳波
モニタリングにおける基本的な原則や
技術，実際の脳波測定の行い方につい
て詳細に説明されています。次に，脳
波モニタリングの適応疾患について記
載され，臨床家が遭遇する正常な脳波
活動，異常な脳波活動，病態生理学が
米国臨床神経生理学会の用語に基づい
て記載されています。また，てんかん

重積状態に対する治療アプローチにつ
いても詳しく説明されています。いず
れの章も包括的ですが，箇条書きで読
みやすい形式で書かれています。また

各章には，脳波の実例
やこれまでの研究に関
する文献が豊富に含ま
れており，非常に実用
的で通読も可能です
し，困った時の辞書と
して調べることも可能
です。本書の附録でも
述べられているとお
り，米国臨床神経生理
学会は 2021年に脳波
所見の用語の改訂を行
っており，本書はそれ
以前に出版されていま
すが，脳波所見の解釈
や治療アプローチは本
書で十分学ぶことが可
能です。

　また，最終章で述べられている ICU
での脳波モニタリングに関する未解決
の問題，例えばてんかん重積状態にお
ける最適な治療戦略の確立，脳波パ
ターンと脳損傷の関連やリアルタイム
での脳波モニタリングの開発は今後の
研究の方向性を決める一助になるでし
ょう。
　総括すると本書『脳波で診る救命救
急』は，重症患者の脳波モニタリング
に関する包括的な教科書であり，最新
の技術と臨床的なアプローチに焦点が
絞られています。脳波モニタリングに
携わる臨床家や研究者にとって非常に
有用で，特に重症患者の治療に従事す
る医療従事者にとっては必読書と言え
ます。本書の登場により，本邦におけ
る神経集中治療がさらに普及し，発展
することを願っています。

を中心としたトップランナーたちによ
って『Manual of Fracture Management―
Foot and Ankle』は執筆された。その
日本語版である『AO 法骨折治療　

Foot and Ankle』は，整形外科医だけ
でなく，足関節・足部の骨折治療に携
わる全ての医療人にとって必読の書で
ある。

ER／ICUでの
持続脳波モニタリングの

バイブルとしてお薦めします

読者の期待をはるかに超える
書。骨折治療の進化を実感
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